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税/4月分源泉所得税の納付

5月 11日

税/3月 決算法人の確定申告

(法人税・消費税等)  6月 1日

税/9月 決算法人の中間申告

6月 1日

税/6月 、9月 、12月 決算法人の

消費税等の中間申告

(年3回の場合)    6月 1日
税/個人事業者の消費税等の中
間申告停碍回の場合)6月 1日

国 税/確定申告税額の延納届出に
よる延納税額の納付

6月 1日

国 税/特別農業所得者の承認申請
5月 15日

地方税/自動車税・鉱区現の納付

都道府県の条例で定める日

ワンポイント 174万社が赤字法人

国税庁が公表しているわが国法人企業の実態調査結果による

と、平成19年度 (19年 4月 ～20年 3月 )の法人数259万社のうち
67.1%に当たる174万社が赤字法人でした。赤字法人割合は、ここ

10年近く7割弱で推移していますが、昨年秋以降の急激な経済不

況により、20年度は7割超となることも予想されます。

退職金を分害J払いした
場合の源泉徴収

会社が従業員に対 し退職金を支払 う場

合、資金繰切等の都合により分割で支払う

こととなってしまったときの源泉徴収は、

確定 している支給総額に対する税額を各回

の支払額にあん分してその支払いのつど源

泉徴 J叉をすることとなります。

例えば、平成20年 8月 31日 に退職 した従

業員 (在職年数20年 。退職所得控除額は

800万円)に対 し、退職金総額1,600万 円
を下記の金額で 3回に分けて支払った場合
は次のように計算されます。

第 1回支払 20年 8月 31日  800万 円
第 2回支払 20年 10月 31日  400万 円
第 3回支払 21年 1月 31日  400万 円
(1)総額に対する源泉徴収税額
① 退職所得の金額
(16,000,000円 -8,000,000円 )× 1/2
=4,000,000円

② 4,000,000円 に対する税額
4,000,000円×20%-427,500円

=372,500円

(2)各支払時に徴収する源泉徴収税額

① 第1回支払時
372,500円 ×8,000,000円

■ 16,000,000円 =186,250円

② 第2回支払時
372,500円 ×4,000,000円

■ 16,000,000円 =93,125円

③ 第3回支払時
372,500円 ×4,000,000円

■16,000,000円 =93,司 25円

ちなみに退職金をもらった従業員が退職

所得の収入金額とすべき時期は原則として

支給の基因となった退職の日とな岬ますの

で、上記の場合は平成20年分の退職所得と

なります。

また、このような分割払いの源泉徴収税

額の計算は支給額が確定している給与につ

いて分割払いした場合も同様です。

認定NPO法人に対する
寄附金

平成20年 4月 対日以降に認定NPO法人
(国税庁長官の認定を受けた特定非営利活

動法人)が行う、特定非営利活動に係る
事業に対 して法人が寄附をした場合の損

金算入限度額の所得基準が100分の25か
ら100分 の5に なりました。

認定NPO法人に対する寄附金の損金算
入限度額は、一般の寄附金とは別枠で計

算することができ、 1年決算の普通法人
の場合、次の①と②の合計額の2分の1の

金額となります。

① その事業年度終了の時の資本金等の
額の1,000分 の25本目当額

② その事業年度の所得金額の100分の5
相当額

上記に基づき計算すると1年決算普通

法人で期末資本金等の額が1,00o万円、所

得金額が500万 円の場合、限度額は
137,500円 とな

'サ

ます。この場合改正に

よる増加額は62,500円 となります。

酉己
当
金
を
源
泉
徴
収
し
な
か
っ
た
と
き
の
取
扱
い

閣

孫

耐
弱
捧
誘

一鈍

町

二
〇
万
円

（
二
〇
％
）
の
源
泉
徴
収

が
必
要
で
す
が
、
こ
の
二
〇
万
円
を

徴
収
し
な
い
で

一
〇
〇
万
円
を
支
払

っ
た
と
き
は
、
ど
の
よ
う
に
取
り
扱

わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

よ

っ
て
追
加
で
納
付
す
る
所
得
税

二
五
万
円
に
つ
い
て
租
税
公
課
と
し

て
経
理
し
て
も
、
配
当
金
の
追
加
支

払

い
と
扱

わ
れ
損
金

に
な

り
ま

せ

ん
。た
だ
し
、
そ
の
二
五
万
円
に
つ
い

て
仮
払
金
と
し
て
経
理
し
、
相
手
に

求
償
す
る
場
合
に
は
、
仮
払
金
と
し

て
経
理
し
て
も
差
し
支
え
あ
岬
ま
せ

ん
。

鐘
園
源
泉
徴
収
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
ま
す
。

一
二
五
万
円
の
配
当
金

の

支
払

い
に
対
し
二
五
万
円
の
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資
本
的
支
出
と
修
繕
費

税
法
上
の
法
定
耐
用
年
数
は
、
回

定
資
産
に

つ
い
て
通
常
の
維
持
、
管

理
、
補
修
を
し
な
が
ら
そ
の
資
産
本

来

の
用
途
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
、

通
常
そ
の
効
用
が
持
続
す
る
期
間
と

し
て
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が

っ
て
、　
一
般
に
予
定
さ
れ

た
程
度
の
維
持
、
管
理
、
補
修

の
た

め
の
費
用
は
修
繕
費
と
な
り
ま
す
が
、

こ
れ
を
超
え
る
改
良
等
を
加
え
た
場

合
に
は
、
資
産
に
追
加
支
出
を
し
た

も
の
と
し
て
、
資
本
的
支
出

（資
産

計
上
）
と
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
資
本
的
支
出
に
な
る
か
、

修
繕
費
に
な
る
か
の
判
定
は
微
妙
な

点
も
多
く
、
税
務
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ

や
す

い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
こ
で
、
以

下
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

■
一　
資
本
的
支
出
と
は
何
か

固
定
資
産
の
修
理

・
改
良
等

の
た

め
に
支
出
し
た
金
額

の
う
ち
①
そ
の

固
定
資
産
の
価
値
を
高
め
、
又
は
②

そ
の
耐
久
性
を
増
す
と
認
め
ら
れ
る

け
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、　
一
の
計
画
に
基
づ
き
同

一
の
固
定
資
産

に

つ
い
て
行
う
修

理

・
改
良
等
が
次
の
①
又
は
②

の
い

ず
れ
か
に
当

て
は
ま
る
場
合
に
は
、

そ
の
費
用
に
つ
い
て
は
資
本
的
支
出

と
修
繕
費

の
判
断
を
行
わ
ず
に
、
全

額
を
修
繕
費
と
し
て

一
時
の
損
金
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
特
例
で
す
。

①

　

一
の
修
理

・
改
良
等

の
た
め
に

要
し
た
費
用
の
額

（
一
の
修
理

・

改
良
等
が
二
事
業
年
度
以
上
に
わ

た

っ
て
行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
各

事
業
年
度
ご
と
に
要
し
た
金
額
）

が
二
〇
万
円
未
満
の
場
合

②
　
そ
の
修
理

・
改
良
等
が
お
お
む

ね
三
年
以
内

の
期
間
を
周
期
と
し

て
行
わ
れ
る
こ
と
が
既
往

の
実
績

そ
の
他

の
事
情
か
ら
み
て
明
ら
か

な
場
合

こ
の
取
扱

い
は
他
に
優
先
す
る
た

め
、
た
と
え
ば
資
本
的
支
出
の
例
示

に
該
当
す
る
も
の
で
あ

っ
て
も
①
又

は
②

の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
当
て
は

ま
れ
ば
修
繕
費
と
し
て
処
理
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

■
一　
形
式
基
準
に
よ
る
判
定

■
か
ら
回

の
判
定

で
区
分
が
で
き

な
か

っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
次
の
①

又
は
②

の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る

場
合
に
は
、
そ
の
全
額
を
修
繕
費
と

し
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
　
そ
の
金
額
が
六
〇
万
円
未
満
の

場
合

②
　
そ
の
金
額
が
修
理

・
改
ミ
等
に

係
る
固
定
資
産
の
前
期
末
に
お
け

る
取
得
価
額
の
お
お
む
ね

一
〇
％

以
下
で
あ
る
場
合

口
　
そ
の
他
の
判
定
基
準

今
ま
で
の
判
定
基
準
を
ま
と
め
る

と
下
図
の
よ
う
な
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

に
な
り
ま
す
。
こ
の
流
れ
に
従

っ
て

判
定
を
し
て
い
く
と
便
利
で
す
。

な
お
、
費
用
区
分
が
明
ら
か
で
な

い
場
合
の
特
例
と
し
て
次
の
も
の
が

あ
り
ま
す
。

①
　
資
本
的
支
出
と
修
繕
費

の
区
分

の
特
例
継
続
適
用
を
条
件
に
、
資
本
的

支
出
か
修
繕
費
か
が
明
ら
か
で
な

い
金
額
を

一
定

の
割
合
で
振
り
分

け
る
方
法

②
　
災
害
の
場
合
の
区
分
の
特
例

災
害
で
き
損
し
た
固
定
資
産
の

修
理
費
等
で
資
本
的
支
出
か
修
繕

費
か
が
明
ら
か
で
な

い
も
の
に
つ

い
て
、
三
〇
％
を
修
繕
費
、
残
額

を
資
本
的
支
出
と
す
る
方
法

部
分
に
封
応
す
る
金
額
が
資
本
的
支

出
と
な
る
の
で
、
た
と
え
ば
表
１
に

掲
げ
る
よ
う
な
金
額
は
、
原
則
と
し

て
資
本
的
支
出
と
な
り
ま
す
。

日
一　
修
繕
費
と
は
何
か

こ
れ
に
対
し
修
繕
費
は
、
「
固
定
資

産
の
修
理

・
改
良
等

の
た
め
に
支
出

し
た
金
額
の
う
ち
そ
の
固
定
資
産
の

通
常
の
維
持

・
管
理
の
た
め
、
又
は

災
害
等
に
よ
り
き
損
し
た
固
定
資
産

に
つ
き
そ
の
原
状
を
回
復
す
る
た
め

に
要
し
た
と
認
め
ら
れ
る
部
分
の
金

額
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

修
繕
費

の
例
と
し
て
は
、
表
２
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。

口
　
二
〇
万
円
未
満
等
は

全
て
修
繕
費

税
務
で
は
納
税
者
の
便
宜
と
重
要

性

の
観
点
か
ら
、
少
額
又
は
周
期
の

短

い
費
用
に
つ
い
て
は
、
特
例
を
設

(注 )建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。

表2 修繕費の例 (法基通7-8-2、 旧法基通235)

資本的支出か修繕費かの判定 表1 資本的支出の例 (法基通7-8ヽ 1)

(1)建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額

(2)用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要 した費用の額

(3)機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要 した費用の額
のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額

資

本

的

支

出

―の修理・改良に要した費用

20万円未満か (法基通7‐ 8‐ 3● ))

周期の短い費用 (おおむね3年 )か (法基通783(2))

明らかに資本的支出の部分か (法基通7‐ 8‐ 1)

明らかに修繕費の部分か (法基通7‐821

60万円未満か (法基通7‐ 8‐ 4● ))

前期末取得価額の10%相 当額以下か (法基通7‐ 84121)

災害の場合の特例により経理するか (法基通7‐ 8‐ 61

継続して7対3基準により経理しているか (法基通780

資本的支出か (実質判定 法令132)

(1)建物の移えい又は解体移築をした場合におけるその移えい又は移築に要 した費用の額

(2)機械装置の移設に要 した費用の額

(3)地盤沈下 した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要 した費用の額

(4)建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地

上げ又は移設に要 した費用の額

(5)現 に使用 している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要 した費用の

額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要 した費用の額

(6)家屋又は壁の塗替え

(7)家屋の床のき損部分の取替え

(8)家屋の畳の表替え

(9)き損した瓦の取替え

00 き損 したガラスの取替え又は障子、フスマの張替え
01)ベル トの取替え

中り 自動車のタイヤの取替え

(注)上記の費用であっても、新たに他から取得した固定資産に支出する場合には、資本的支出になるので要注意

A=支出金額×30% C=A又 はEのうち少ない金額  E=前期末取得価額×10%
B=支出金額一A   D=支 出金額―C
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